
定期積金規定新旧対照表                     （下線部分が改定箇所） 

新 旧 

５．(給付補填金等の計算) 

  (1)              省 略 

    (2) ①～②          省 略 

    ③上記①、②の計算に通用する利率 

     は、つぎのとおりとします。 

    Ａ.初回払込日から解約日までの期間 

  が 1年未満のもの 

  約定年利回×３０％ 

  Ｂ            省 略 

  ④            省 略 

（以下省略） 

５．(給付補填金等の計算) 

  (1)               省 略 

  (2) ①～②           省 略 

    ③上記①、②の計算に通用する利率 

     は、つぎのとおりとします。 

    Ａ.初回払込日から解約日までの期間 

    が 1年未満のもの 

    解約日における普通預金利率 

    Ｂ             省 略 

    ④             省 略 

（以下省略） 

 

以上 


